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１．方針策定の目的・背景 

多摩ニュータウンは、高度成長期の首都圏における住宅難に対応するとともに、多摩地域

の無秩序な開発を防止するため、居住環境の良い宅地や住宅を大量に供給することを目的に、

八王子市、多摩市、稲城市、町田市の４市にまたがった約２，８８０ｈａに緑豊かな良好な

住居環境が整備されました。 

多摩ニュータウン八王子市域も、緑豊かな良好な住居環境が整備され、約９万人の方々が

居住するまちへと発展をしてきました。現在も戸建住宅の建築が行われている地域では、新

たな住民の方々が住まい、これからまちとして発展していくところです。また、相模原市橋

本駅周辺には、リニア中央新幹線の新駅の計画があり、近接している多摩ニュータウンのポ

テンシャルがさらに向上するものと期待されます。 

このように、まちとして発展する一方、人口減少や少子高齢化の波が、多摩ニュータウン

八王子市域にも影を落とし始めています。入居から約３０年以上が経過した地域では、少子

高齢化が進行するとともに、住宅団地等の経年劣化が進んでいます。また、地域ごとに世代

層の偏りが見られ、今後急激な少子高齢化等が想定される状況です。 

そのようなことから、多摩ニュータウン八王子市域の目指すべき将来像を示し、その実現

に向けた今後の方策を検討し、ハード・ソフトの両面から多摩ニュータウンの持続可能なま

ちづくりに取り組んでいけるよう「多摩ニュータウンまちづくり方針」を策定します。 

 

２．対象区域 

少子高齢化の進行、住宅団地の老朽化、世代層の偏り等の課題が顕著に現れている新住宅

市街地開発事業により整備された区域を主眼に置きながら、多摩ニュータウン八王子市域を

対象としたまちづくり方針を策定します。 
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３．方針の位置づけ 

多摩ニュータウンまちづくり方針は、本市の基本構想・基本計画である「八王子ビジョン

２０２２」、都市計画に関する長期的な基本方針である「都市づくりビジョン八王子 第２

次八王子市都市計画マスタープラン」（平成２７年３月策定）、その他の関連する計画等を

踏まえ、様々な計画や方針・施策と調和を図りながら、多摩ニュータウンのまちづくりの方

針を示すものです。 

また、本方針は、多摩ニュータウンに関わる住民、事業者、ＮＰＯ、行政等が共有するま

ちづくり方針であり、多様な主体と連携・協働して、多摩ニュータウンの持続可能なまちづ

くり（再生）に向けた羅針盤となるものです。 

 

 

  

多摩ニュータウンまちづくり方針 

都市づくりビジョン八王子 

（第二次八王子市都市計画 

マスタープラン） 連携 

その他の関連する計画等 

○まち・ひと・しごと創生総合戦略 

○八王子市住宅マスタープラン 

○八王子市高齢者計画 

○八王子市こども育成計画  等 

基本構想・基本計画 

「八王子ビジョン２０２２」 

多摩ニュータウンの目指す将来像へ 

施策展開 
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１．多摩ニュータウンの再生検討に向けた基礎調査 

①現況の調査分析 

（人口推移、人口構成、高齢化率、大規模な住宅団地（築年数、

エレベータの有無等）） 

②将来の推計・分析 

（人口推計、将来人口、高齢化率、世帯数等） 

③検討課題の把握・論点の整理 

【連携体制】 

 

４．方針策定の進め方 

平成２８年度実施した基礎調査結果において、現在及び将来の調査分析を行い多摩ニュー

タウンにおける課題等を抽出しました。抽出した課題等に対し、有識者等との意見交換等を

行いながら、多摩ニュータウンの目指すべき将来像や様々な課題への方策等を明確にしたま

ちづくりの方針を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【検討体制】 
 

１．目指すべき将来像の検討 

２．まちづくり方針の方向性の検討 

３．多摩ニュータウンまちづくり方針（素案）の作成 

４．具体施策等の検討 

 

平成 

30 

年度 

 

○調整会議 

13部 22課 

 

１．具体施策等の検討 

２．多摩ニュータウンまちづくり方針（案）の作成 

３．パブリックコメントの実施 

４．多摩ニュータウンまちづくり方針の決定 

 

平成 

29 

年度 

 

○庁内検討会 

 

 

平成 

28 

年度 

 

○外部懇談会 

○ワークショ

ップ 

（地元懇談会） 
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ワークショップ 

（地元懇談会）（※３） 

５．策定体制 

まちづくり方針は、外部懇談会・ワークショップによる意見を踏まえて、庁内検討会を中

心に策定する。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

提案 

＜外部懇談会＞ ＜市民・大学生＞ 

庁内検討会（※１） 

【事務局】都市総務課 

●まちづくり方針（素案）

の検討・策定 

庁内検討会ワーキング

グループ（※２） 

【事務局】都市総務課 

まちづくり方針の

決定 

パブリックコメント 

（まちづくり方針案） 

 

意見 

地元住民 

●まちづくりを担う一員

である住民として「こん

なまちにしたい」「将来

こんなものがあれば」

等、まちの将来像の提案 

外部懇談会 

【事務局】都市総務課 

●専門的な見地から、方

針（素案）策定に向け

た意見 

＜八王子市＞ 

まちづくり方針（素

案） 

庁内検討会 

【事務局】都市総務課 

●まちづくり方針（案）

の検討・策定 

庁内検討会ワーキング

グループ 

【事務局】都市総務課 

まち づくり方 針

（案） 

意見 

外部懇談会 

【事務局】都市総務課 

●専門的な見地から、方

針（案）策定に向けた

意見 

意見 

大学生 

●若年層の代表として、

「こんなまちであれば

住みたい」「こんなまち

づくりを住民と一緒に

進めたい」等、まちの将

来像の提案や連携事業

の提案 
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※１ 庁内検討会（部長級） 【事務局】都市総務課、経営計画一課 

＜構成＞部長級 

都市戦略部長、総合経営部長、市民活動推進部長、生活安全部長、福祉部長、

医療保険部長、健康部長、子ども家庭部長、産業振興部長、都市計画部長、ま

ちなみ整備部長、道路交通部長、学校教育部長、生涯学習スポーツ部長  

計 1４部長 

＜役割＞ ①「外部懇談会」の意見を踏まえ、まちづくり方針（素案）を作成する。 

②「外部懇談会」「ワークショップ」の意見を踏まえ、まちづくり方針（案）

を作成する。 

＜設置根拠＞指針に基づかない要綱を定める 

 

※２ 庁内検討会 ワーキンググループ(課長・主査級) 【事務局】都市総務課 

＜構成＞関係各課に所属する者（課長・主査） 

都市戦略課、経営計画第一課、学園都市文化課、防災課、高齢者いきいき課、

高齢者福祉課、南大沢保健福祉センター、健康政策課、保育対策課、児童青少

年課、産業政策課、企業支援課、都市総務課、土地利用計画課、都市計画課、

交通企画課、住宅政策課、公園課、建築指導課、路政課、学校教育政策課、教

育支援課、スポーツ振興課、スポーツ施設管理課  計２４課 

＜設置根拠＞指針に基づかない要綱を定める 

＜役割＞庁内検討会（部長級）に先駆けて、関連する関係各課で構成するワーキング

グループにて実務的な検討を行う。 

 

※３ ワークショップ（地元懇談会） 【事務局】都市総務課 

＜構成（案）＞住民・町会、商店会、大学生等、学識経験者（コーディネータ－） 

＜役割＞まちの将来像、まちづくり方針（素案）について、地域住民がまちづくりの主

体として素案を基にまちづくりの方針を検討。包括連携協定等に基づき、大学

生がまちづくりの検討や大学と地域との連携施策等を検討。 
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【第１回】 

○まちづくり方針の策定について 

○基礎調査の結果について  等 

外部懇談会 庁内検討会 ワークショップ 

（地元懇談会） 

【第２回】 

○目指すべき将来像の検討 

○まちづくりの方向性の検討 

【第１回】 

●まちづくり方針の策定について 

   等 

【第３回】 

○まちづくり方針（素案）の検討 

【第４回】 

●ワークショップ結果報告 

●ワークショップ意見について 

 

【第５回】 

○ワークショップ結果報告 

○ワークショップ意見の反映・検討 

【第３回】 

●まちづくり方針（素案）について 
【第４回】 

○まちづくり方針（素案）の検討 

○具体施策の検討 

【第２回】 

●目指すべき将来像について 

●まちづくりの方針について 

多摩ニュータウンまちづくり方針（素案）の策定 

【４回程度開催】 

○地元住民の問題意識 

○地元住民が目指すま

ちの将来像 

○学生の視点からのま

ちの将来像 

○地元住民と大学生の

連携事業    等 

【第５回】 

●まちづくり方針（案）について 

【第６回】 

○まちづくり方針（案）の検討 

多摩ニュータウンまちづくり方針（案）の策定 

■外部懇談会、庁内検討会及びワークショップでの検討の流れ（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 

29 

年度 

 

 

 

 

 

 

平成 

30 

年度 
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第 1回 

○ 

パブリックコメント 

第２回 

○ 

第３回 

○ 

第４回 

○ 

第６回 

○ 

第１回 

● 

第２回 

● 

第３回 

● 

 

● 

決定 

● 

第４回 

● 

■調査（補足） 

■まちづくり方針（案）策定 

■具体施策の検討 

 

■最終調整等 

 

● 

第５回 

● 

４回程度開催 

第５回 

○ 

● 

６．方針策定スケジュール 

 

 平成 29年度 平成 30年度 備考 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

検討テーマ 

                         

八王子市 

(都市総務課) 

方針策定に関

する検討作業 

                         

庁内検討会 

                         

懇談会 

                         

ワークショップ 

（地元懇談会）

等 
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目指すべき将来像の策定 

まちづくり方針（素案）の策定 

具体政策の方向性の検討 

 

まちづくり方針（案）の策定 

具体施策の検討 

 

まちづくり方針策定 

施策展開の検討 

方針案策定 
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7．基礎調査結果と主要な課題 

（１）基礎調査結果 

資料２－１のとおり 

 

（２）主要な課題 

昨年度実施した「多摩ニュータウンの再生検討に向けた基礎調査」より、多摩ニュータウ

ンにおける主要な課題について整理する。 

 

項目 主な課題 

人口・世帯 

・高齢化の進行 

・高齢者の健康寿命の延伸 

・高齢世帯、高齢単身世帯の増加 

・人口、世帯数の減少 

・人口減少による地域コミュニティの維持 

・大学生の定住化 

住宅 

・住宅団地の老朽化 

・ニーズに対応していない住宅ストックの増加 

・住宅ストックの活用と流通 

・エレベータの無い住宅団地のバリア問題 

・旧耐震（ｓ5６以前）である住宅団地の耐震化促進 

・増加する留学生の住居 

公共交通 ・丘陵地における高齢者の徒歩移動の負荷 

近隣センターの利活用（鹿

島・松が谷・南大沢） 

・近隣センターの利活用による生活利便性の確保 

・近隣センターの活性化 

就業・ビジネス 
・都心への就業者が多い（職住近接の実現） 

・新たなビジネスの創出 

公共施設の利活用（小学校、

中学校、公園等） 

・少子化による小・中学校での余裕スぺースの増加・利活用 

・少子高齢化時代における公共施設の利活用 

インフラの維持管理（道路、

橋梁、下水道等） 
・高水準なインフラの維持費、更新費 
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（３）想定される交通状況変化等の外的要因 

多摩ニュータウンのまちづくりを検討する上で、想定されている交通状況の変化等の外的

要因について整理する。 

項目 概要 

リニア中央新幹

線神奈川県（仮

称）駅の開業 

リニア中央新幹線の神奈川県（仮称）駅が、橋本駅周辺に計画されており、

その波及効果が期待される。 

 

■リニア中央新幹線開業による所要時間短縮効果（名古屋～各地域） 

 

出典：「多摩ニュータウン地域再生ガイドライン（仮称）中間まとめ（案）」（東京都）より 

鉄軌道の延伸計

画 

平成 28 年 4 月の東京都交通政策審議会の答申において、多摩都市モノ

レール及び小田急多摩線の延伸が示され、他地域との交流の活発化が期待さ

れる。 

 

■多摩都市モノレールと小田急多摩線の延伸 

 

出典：「多摩ニュータウン地域再生ガイドライン（仮称）中間まとめ（案）」（東京都）より 
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項目 概要 

高速道路ネット

ワーク整備 

多摩ニュータウンの西に圏央道相模原ＩＣがあり、圏央道は平成 29 年２

月に茨城県区間が開通、2040 年代までの全線開通が期待される。 

圏央道や周辺道路、橋本駅周辺のリニア中央新幹線新駅の整備により、首

都圏のみならず、東北、北陸、東海方面から多摩ニュータウンへのアクセス

の向上をもたらし、様々な産業の立地促進等が期待される。 

 

■圏央道開通予定年度 

 

出典：「多摩ニュータウン地域再生ガイドライン（仮称）中間まとめ（案）」（東京都）より 

南多摩尾根幹線

の４車線化 

南多摩尾根幹線は、現在暫定２車線区間や一部未整備区間があるものの、

全線４車線化による整備の方針が示されている。４車線化により渋滞緩和や

広域幹線道路機能の確保が図られ、リニア中央新幹線開業効果と相まって、

周辺における業務・商業機能の立地ポテンシャルが高まると期待される。 

 

■南多摩尾根幹線と圏央道、リニア中央新幹線神奈川県(仮称)駅の位置関係 

 

出典：「多摩ニュータウン地域再生ガイドライン（仮称）中間まとめ（案）」（東京都）より 

 


